
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和６年１２月２３日（月） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時３０分 

会   場  安城市役所本庁舎３階 第１０会議室 

 

委員会を構成

する委員数 

 

出席委員数 

 

 

欠席委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議事録署名者 

 

 

 

  

法第８条による委員数                １４名 

法第１８条による委員数               ２８名 

 

法第８条による委員数                １２名 

法第１８条による委員数               ２６名 

 

都築 英治委員、横山 淳子委員、水越 謙二推進委員 

 加藤 日登志推進委員、 

 

 

会長 林 茂樹 

  

 

 

仲道事務局長、近藤事務局課長、池田課長補佐、杉浦係長、曾我主査、

池田主事、大橋主事、青山 

 

 

 

８ 犬塚 伊佐夫 委員 

９ 太田 千尋 委員 

  

 



会議の記録 

 

午後２時３０分、林茂樹会長は議長となり開会を宣する。 

 

続いて議長は、議事録署名者として次の２名を指名 

議事録署名者は ８番 犬塚 伊佐夫委員 ９番 太田 千尋委員 

また、欠席者は ７番 都築 英治委員 １２番 横山 淳子 委員 

９番 水越 謙二 推進委員 ２４番 加藤 日登志 推進委員  

 

続いて議長は議事に従い、下記のとおり議案を上程 

 

□ 日程第１ 第５０号議案 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

なお、この議案では、議事参与の制限を受ける委員がおられますが、まず、議

案の全体説明を事務局にしていただき、その後、議事参与の制限を受ける委員の

ものと受けないものに分けて審議いたしますので、ご承知ください。 

 

上記の議題について池田主事から次のとおり説明があった。 

 

日程第１第５０号議案、農地法第３条の規定による許可申請についてご説明

申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１０７番から１１３番の７件です。 

申請内容は、農地の所有権移転をするものが６件、地上権を設定するものが１

件です。 

譲受人及び借受人の理由は、農耕に精進するためが４件、農業経営基盤の拡大

を図るためが２件、排水管を埋設するためが１件です。 

譲渡人及び貸渡人の理由は、相手方の要望によるためが２件、農地を管理する

ことが困難なためが２件、公正証書による遺言のためが２件、排水管を埋設する

ためが１件です。 

耕作従事要件や周辺地域との調和要件など、書類審査や現地調査などで確認

しており、農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可要件のすべてを満

たすと考えております。 

以上で説明を終わります。 

 

本案につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき「議

事参与の制限」を受けるものから審議します。 



まず、岩瀬正則委員に関する事項から審議いたしますので、岩瀬正則委員は退

席していただきます。 

 

それでは、岩瀬正則委員に関係する事項は、１ページ目の受付番号１０７番に

記載されております。ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

続きまして、岩瀬正則委員に関係する事項を除く事項について審議いたしま

す。ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第２ 第５１号議案 農地法第４条の規定による許可申請について及

び日程第３ 第５２号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

上記の議題について大橋主事から次のとおり説明があった。 

 

それでは、日程第２第５１号議案 農地法第４条の規定による申請について

ご説明申し上げます。 

今回の申請は受付番号１３番から１６番の４件です。転用施設別に見ますと、

農家住宅が１件、農業用倉庫が１件、駐車場が１件、自己用住宅が１件です。 

お配りしています、『農地法第４条の規定による許可申請について１,０００

㎡以上の案件位置図』をご覧ください。表紙をめくっていただきますと、１,０

００㎡以上の案件の位置図を添付しておりますので、場所の確認をお願いいた

します。 

続きまして、日程第３第５２号議案 農地法第５条の規定による申請につい

てご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１１０から１２１番までの１２件です。転用施設別に

見ますと、一般個人住宅が５件、駐車場が４件、資材置場が１件、物流施設が１

件、工場が１件です。 

先ほどご確認いただいた、『１,０００㎡以上の案件位置図』と書かれた資料を

もう一度ご覧ください。４条の位置図の次のページに、５条の説明資料を添付し

ております。 

１ページ目をご覧ください。 

本案件は、受人である●●が渡人の所有する田を転用し、自動車部品を運搬す



る物流施設を整備するものです。●●は、●●に本社を置き、運送業を行ってい

る法人で、事業の拡大に伴い新たに施設を設置する必要があるため、本申請を検

討するに至りました。 

資料１ページが位置図となっており、赤枠で囲われた箇所が申請地となって

おります。続いて２ページが申請地周辺の地目がわかる資料となっております。 

次に、３ページが土地利用計画となっております。排水計画について、雨水排

水は敷地内の油分分離槽を経由し、地下貯留槽にて流出量を調整した後、敷地北

側の既設水路へ排水します。汚水排水は、敷地北側の公共下水道へ排水します。 

また、資金計画についても申請者は支障なく転用行為を行うために必要な資

力があると判断しています。 

本申請地については、令和６年１１月に農振除外の通知を受けています。立地

基準ですが、１０ha 未満の一団の農地の区域内にある農地に該当するため、第

２種農地に区分され、許可基準は住宅その他申請地周辺居住者の日常生活上・業

務上必要な施設で集落に接続して設置されるものに該当するため、許可できる

農地と判断しております。 

説明案件を含む５条申請いずれの転用計画についても、土砂の流出や汚水・雨

水の排水処理などについて、周囲農地等への悪影響を未然に防止する計画とな

っており、建築許可申請等の他法令上の手続がされていることを確認しており

ます。 

説明案件のほかに申請面積１，０００㎡以上の案件については、受付番号１１

１番の資材置場を４ページに、受付番号１２１番の自動二輪車製造工場を５ペ

ージに位置図を添付しておりますので、場所の確認をお願いいたします。 

なお、今回の申請に関する現地調査につきましては、１２月１２日に杉本哲哉

委員と都築英治委員に行っていただき、現地にて申請書類と農地区分やその許

可の基準等について確認していただいております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第５３号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願につい

て 

 

上記の議題について青山から次のとおり説明があった。 

 

日程第４第５３号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてご

説明申し上げます。 



今回の申請は、受付番号２１番の１件です。内容審査を行った結果、納税猶予

を受けるに適格であると認められます。 

本日ご承認いただきましたら、相続税の納税猶予に関する適格者証明書を発

行する予定です。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第５ 報告第１２号 専決処分について 

 

上記の議題について青山から次のとおり説明があった。 

  

日程第５報告第１２号、専決処分についてご報告いたします。 

始めに、農地法第４条の届出についてご説明申し上げます。 

今回の届出は、受付番号２８番から３０番の３件です。転用行為別にみますと、

共同住宅の建築が１件、敷地の拡張が１件、住宅の建築が１件です。 

続きまして、農地法第５条の届出についてご説明申し上げます。 

今回の届出は、受付番号８５番から９６番の１２件です。転用行為別にみます

と、住宅の建築が９件、分譲用宅地用地が１件、駐車場の設置が１件、共同住宅

の建築が１件です。 

続きまして、農地法第１８条の合意解約についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１９３番から２０４番の１２件です。解約事由別にみ

ますと、転用するためが８件、自作するためが２件、売却するためが２件です。 

最後に、取下願についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１・２番の２件です。取下事由としましては、いずれ

も一体利用地の粘土採掘場の計画が中止となったためです。 

以上で説明を終わります。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

続いて、協議依頼事項について曾我主査から次のとおり説明があった。 

 

１ 農用地利用計画変更申出について 

 

本日配布したＡ４の用紙、農用地利用計画申出総括表をご覧ください。左肩

に訂正版と記載させていただいております。 



本資料は令和６年１１月に申出のありました農用地利用計画の変更申出の総

括表となっています。 

今回の申出の内容は、農用地区域からの除外が９件ございまして、住宅等が

６件、資材置場・駐車場が３件の合計９件、４，７２３㎡でした。 

裏面をご覧ください。申請箇所についてですが、一番右の行にございます案

件の集落性及び土地改良区情報等の記載が漏れておりました。いずれの案件も

集落性及び土地改良事業完了から８年以上が経過し、立地要件を満たしている

ことを確認してある旨追記いたしました。大変失礼いたしました。 

１０００㎡以上の案件は別紙の協議依頼事項、農地利用計画変更申出と記載

のある関連資料に記載しておりますので、場所の確認をお願いします。 

該当案件は９番の１件で、根崎町にて建設業を行っている事業者が、事業拡

大用地を求めて、資材置き場の増設をするものです。 

なお、現地調査につきましては、１２月１２日に杉本哲哉委員と都築英治委

員にお願いし、実施いたしました。 

これらの案件については、本委員会でご了承いただくことができましたら、

愛知県知事との事前協議の手続に移らせていただくことになります。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

続いて、杉浦係長から次のとおり説明があった。 

 

２ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更について 

 

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更について説明いたし

ます。 

まず、この基本構想がどういうものかについて、説明をさせていただきますの

で、事前送付資料の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更につい

て」と書かれたＡ４の用紙をご覧ください。 

農業の経営基盤を強化するため、農業経営基盤強化促進法という法律があり

ますが、この法律に基づき、都道府県が農業経営基盤の強化の促進に関する基本

方針を定めることになっています。今回、変更する基本構想とは、この県が定め

る基本方針に即して、市町村が定めるもので、農業経営基盤の強化の促進に関す

る目標などを定めることとされています。 

この農業の経営基盤を強化するための目標などを基本構想で定めることによ

り、市は認定農業者制度や、現在の利用権の設定等といった施策を行うことがで



きます。 

そして、基本構想を定め、又は変更しようとする場合には、関係者の意見を聴

くこととされておりますので、このたび、農業委員会にて協議依頼事項として諮

らせていただきました。 

それでは、変更の理由及び内容について説明させていただきます。 

令和５年４月１日に農業経営基盤強化促進法など法律が改正され、利用権の

設定等には、市町村が定める農用地利用集積計画から、農地中間管理機構が定め

る農用地利用集積等促進計画に変更となりました。現在は、経過措置といたしま

して、従来どおり農用地利用集積計画を定めております。この農用地利用集積等

促進計画にて利用権の設定等を行う場合には、県が定める農地中間管理事業の

推進に関する基本方針に適合するか否かを判断するものであり、現在の基本構

想に規定する農用地利用集積計画の促進に関する事項を適用することができな

くなります。そのため、今回の変更において、基本構想の農用地利用集積計画の

促進に関する事項を削除するものです。 

具体的な規定の変更箇所は、新旧対照表の１７ページから２８ページ、４０ペ

ージから４５ページに記載された規定を削除する内容となっております。 

その他、条項の見直しなど細かい変更点の説明は、省略させていただきます。 

最後に今後の予定としましては、変更の法手続きを行い、令和７年４月に変更

したいと考えております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長の質疑を諮ったところ、全員意義なく了承。 

 

３ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について 

 

上記の協議依頼事項について杉浦係長から次のとおり説明があった。 

 

１ページ、資料１をご覧ください。 

市の都市計画課に買取り申出のあった生産緑地で、公共施設用地として市及

び関係機関に買取希望の照会を行った結果、希望がなかった案件がございまし

た。この申出案件について、生産緑地法第１７条の２の規定により、農業委員会

に買取希望者の調査についての依頼がございましたので、耕作を希望される方

が取得できるよう、調査のご協力をお願いします。 

申出のあった生産緑地は、●●町地内の２筆で、面積は４２６平方メートル、

買取希望価格は●●万円と伺っております。所在地は２ページに示しておりま

す。 



この件につきまして、農業従事のための買取り希望者がいらっしゃいました

ら、１月２０日までに事務局へご連絡くださるようお願いします。 

説明は、以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

続いて、連絡報告事項について農務課振興係福田専門主査から説明があった。 

 

１ 認定農業者の認定について 

 

認定農業者の認定状況について説明させていただきます。 

３ページ資料２の上の表をご覧ください。令和３年から令和７年の各年１月 1

日現在の認定農業者数を示しています。 

直近の令和７年１月１日現在の認定農業者数は表の一番右上の１３１者とな

ります。 

この認定農業者数１３１者については、令和６年の１３３者に令和７年１月

１日までに①の新規認定のあった２者を加算し、③認定期間満了の１者と⑤取

消の３者を除いた数値となっています。 

続いてその１３１者の類型別の認定農業者数の内訳につきましては下の表の

とおりです。 

１３１者のうち、単一経営の方が８５者、複合経営の方が４６者となっていま

す。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 認定新規就農者の認定について 

 

上記について農務課農政係高橋係長から次のとおり説明があった。 

 

「農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者の認定について」ご報告

をさせていただきます。４ページの資料３をご覧ください。 

認定新規就農者とは、新規で農業経営を始めた又は始める予定の農業者の内、

「青年等就農計画」という、経営開始から５ヶ年の事業計画を市に提出し、その

計画が実現可能なものであること、また市の農業経営基盤の強化の促進に関す

る基本構想で定める基準に適すると認められた者のことを表します。 



計画の認定におきましては、申請内容について「安城市地域担い手育成総合支

援協議会」へ意見聴取をさせていただき、適当であると認められたものが認定さ

れることとなっております。令和６年に認定された、１名について、紹介させて

いただきます。 

●●様におかれましては、●●町にて施設野菜、いちごを栽培されています。 

制度が開始された平成２６年から令和５年までに、認定を受けた認定新規就

農者は、資料に記載のとおり１８名お見えになり、●●様を加えまして、累計で

１９名となりました。 

以上、簡単ではありますが、「農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農

者の認定について」の報告となります。ありがとうございました。 

  

 議長が質疑を諮ったところ、次のとおり質問があった。 

 

〇石川 和明推進委員 

 １５番の方ですが、今までは住んでいる所の改善組合でしたが、農地は●●で

ですがルールが変わったのか気がかりです。 

先ほど質問しませんでしたが、認定農業者の人数が年々減っているのがさみ

しい状況です。市を挙げて認定農業者が育つ環境づくりが必要だと思います。 

 

〇高橋係長 

 １５番●●さんについては、●●でやられているのでしょうか。 

 

〇石川 和明推進委員 

 ハウスは●●で、住んでいるのは●●です。認定農業者の位置付けが、今まで

は●●の改善組合で対応していたのではないか。ルールが変わったのかどうな

のか。 

 

〇林会長 

 認定を受けるのにどちらの改善組合で受けた方がいいのか。 

 

〇石川 和明推進委員 

 今までは、●●で対応していたと思います。いつの間にか変わったのか。 

 

〇高橋係長 

 即答ができないので、調べます。 

 



〇杉浦 和彦委員 

 令和６年７月１日に新規就農された●●さんですが、改善組合は●●で入っ

ていますが、住んでいるところは●●だそうです。今は、ルールが変わったかも

しれませんね。 

 

〇高橋係長 

 ●●さんは●●に住んでいる方で、圃場が●●なので改善組合は●●という

ことですね。 

 

〇杉浦 和彦委員 

 今はそのようになっているので、ルールが変わっているかもしれませんね。 

 

〇菱田 政量委員 

 私は●●だけど、やっているのは●●ではない。変えなければいけないのか。

●●でいちじくをやっている。改善組合を●●に変えないといけないのか。複合

でやっている場合は自分と、息子で場所が変わってきてしまう。４月で更新の申

請があるので変える必要があるのか。 

 

〇高橋係長 

 確認させていただきます。 

 

〇石川 和明推進委員 

 今までは、住んでいるところの改善組合だったと思う。 

 

〇林 会長 

 名古屋から安城に通っている人もいる。地区外から安城に作りに来ている人

もいる。どちらでも選択できるようにしておいた方がいいと思う。 

 

〇仲道事務局長 

 皆さんのお話しを聞くと、市内の方と市外の方で運用は違うと思います。これ

からは、通いの農家も出てくると思います。実際に圃場があり作業しているとこ

ろで改善組合に入った方が都合が良いこともあると思います。県に確認してご

回答させていただきます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 



続いて、以下の連絡報告事項について、杉浦係長より説明があった。 

 

３ 不耕作地・違反転用農地の指導結果について 

 

 不耕作地・違反転用農地の指導結果についてご報告いたします。農業委員及び

推進委員の皆様におかれましては、長期間にわたる調査及び指導にご協力をい

ただき、大変ありがとうございました。本日は、その結果についてご説明をさせ

ていただきます。 

では、５ページ、資料４をご覧ください。 

始めに、（１）の不耕作地につきましては、今年度は対象となる１５６筆、１

０１，４３１㎡の所有者に指導文書を送付いたしました。 

このうち、指導により改善された面積は３２，０２８㎡でしたので、解消率は

約３２％でございました。一方、未改善の農地は６９，４０３㎡であり、市内の

総農地面積の３，６１２ｈａに対する未改善農地の割合は約０．１９％という結

果となりました。 

令和５年度との比較では、令和６年度は、指導前の指導対象となる不耕作地面

積が増加しており、また、解消面積も減少しているという結果でした。令和４年

度以降の３か年において、同じ傾向にあることから不耕作地対策についての検

討が必要であると考えております。 

次に（２）の違反転用農地につきましては、今年度は１０５筆、８０，６５１

㎡で、解消面積は１，９８７㎡（２筆、No.２１、５４）でございました。指導

後の違反転用率にして約０．２２％でした。違反転用農地につきましては、解消

に結び付けるのは、なかなか難しい状況にありますが、違反転用農地を増やさな

いように違反転用農地の所有者に対して地道に指導を続けることはもちろんで

すが、早期発見、早期対応に留意してまいりたいと考えております。 

資料の６ページから１１ページには、不耕作地の指導対象とした農地一覧を、

１２ページから１６ページには、違反転用農地の指導対象とした農地一覧を記

載しております。不耕作地、違反転用農地ともに、表の右から２番目の列に「指

導文書」という欄がありますが、この欄に「〇」が記載された農地につきまして

は、「安城市農地等の適正管理に関する指導要綱」に基づきまして、１月中旬ご

ろを目安に農業委員会会長と市長名の連名による指導文書を送付いたします。 

そして、本日の報告をもって今年度の農地パトロールの強化期間はいったん

終了しますが、農業委員会にとってこうした活動は、当該期間の内外を問わずい

つでも行うべき業務でもあります。したがいまして、なお改善がなされない現場

につきましては、今後も引き続き監視と指導を続けてまいりますので、委員の皆

様におかれましてもご協力をお願いいたします。 



なお、今年度の活動に対する手当てにつきましては、１月の報酬時にお支払い

をさせていただく予定でございます。 

この件についての説明は、以上でございます。 

 

４ 粘土採掘現場の現地調査に係る是正指導結果について 

 

１１月７日に施工中の粘土採掘現場を調査し、２事業者に対して計７点の是

正指導を行いました。是正期限である１２月１３日までに、全事業者から是正完

了の報告を受けております。 

 

５ 農業委員会視察研修について 

 

１７ページ、資料５をご覧ください。先月の定例会にて口頭でお伝えさせてい

ただきましたが、２月５日水曜日に日帰りの視察研修を計画しております。視察

先は岐阜県の瑞浪市農業委員会を予定しております。 

当日の行程につきましては、午前８時５０分にさくら庁舎前にご集合いただ

き、大型バスにて、午前に瑞浪市農業委員会を訪問いたします。その後、瑞浪市

内にて昼食をとり、午後は瑞浪市内の産直施設「きなぁた瑞浪」に立ち寄り、帰

路となります。安城市役所に到着する時刻は１６時を予定しております。 

次に、瑞浪市農業委員会についてご紹介させていただきます。１８ページをご

覧ください。これは、岐阜県農業会議より提供いただいた資料で、令和５年度の

瑞浪市農業委員会の取組み内容です。瑞浪市農業委員会は、委員全員にタブレッ

トを配布し、タブレットを活用して、会議資料や活動記録簿のペーパーレス化を

実施しているとお聞きしております。本市農業委員会でも、タブレットを有効活

用するため、瑞浪市の先進的な取組みを参考にさせていただきたいと考えてお

ります。 

この視察研修につきまして、本日皆様の出欠の確認をしたいと考えておりま

すので、本日の開催通知と合わせて送付いたしました視察研修の参加報告書の

提出をお願いいたします。 

 

６ 次回予定 

 

次回でございますが、１月２２日（水）の午後１時３０分から、本庁舎３階大

会議室にて運営委員会を、午後２時３０分から第１０会議室にて定例会を、定例

会後に研修会を予定しております。 

連絡・報告事項については、以上でございます。 



 

議長が質疑を諮ったところ、次のとおり質問があった。 

 

〇杉浦 和彦委員 

 粘土採掘の跡地を農地に戻すにあたりマニュアルみたいなものはあるのか、

今後作る予定はあるのか。縦に暗渠を掘ると排水が良くなると聞いた。粘土の採

掘跡は排水が悪くなるので返す時の条件に入れてほしい。 

地域計画について、営農部会から質問があり、国から下りて安城市に来た時に

安城市ルールで厳しくなっていないかと言われた。今までグレーでやっていた

ことを細かく決めることによってやりにくくなるような話があった。ルール上

どうなっているのか。 

 

〇林 会長 

 粘土採掘場は現状復旧するように地域によっては堆肥を入れてもらうところ

もある。賃料は別に粘土屋からもらったりしている。縦の暗渠はやっていない。

地力が足らなくなるのでやってもらったりしている。地域によって違うので他

の地域はわからない。 

 

〇神谷 力委員 

 現状復旧をする際、土の敷き方に基準はあるのかと以前聞かせてもらいまし

たが、高棚は長年粘土屋が決まっているので相対で暗渠を入れてもらう場合も

あるし、土壌改良の改良剤を入れてもらう場合もある。場面場面で話をしながら

決めてきている。他に基準があればということで聞かせてもらいました。もし提

案しているところがあればと思います。 

 

〇岩瀬 正則委員 

現状戻しで、１町掘るなら段差をなくして１枚で戻すよう希望している。基本

は現状戻しで堆肥は入れてくれません。 

 

〇杉浦 和彦委員 

 相対でやるしかないのか。細かく決めれないのでそうやってやるしかない。 

 

〇石川 和明推進委員 

 市役所でルールがあるのでは。 

 

〇杉浦係長 



 安城市でも埋戻しのルールはあります。掘ったところは基本埋戻ししていく

中で、表層部分の表面の作土部分はそのまま戻していただく、そこから６０㎝以

上は中床の土を入れていただくというルールは伝えておりますが、それ以上の

ルール化はないです。 

 

〇林 会長 

地域計画については厳密にしていない。安城の場合はそこまで言っていない。

認定農業者は色を入れて、１０年後までに辞めたい人は誰が作るか決めてくれ

ると良いかなという感じだと思います。後は、農業者同士の交換とか、今からや

っていく感じだと思います。 

 

〇杉浦 泰昭推進委員 

 色を塗ってしまうと、覆すのに時間と労力がかかってしまうのではないか。 

 

〇杉浦係長 

 杉浦和彦委員の質問にもありましたが、安城市は厳しいのかということでし

たが、安城市では国に準じてやっているので特別厳しいものではないです。上乗

せしているものではない。その中で、国から言われているのは地域の目標で将来

的に誰が耕作するのか話し合って色塗りしてくださいと言うものです。将来ま

でわからない、話し合いが成立しないはあると思いますので、基本的には今の利

用権の部分を色塗りしていただくのが第１ステップです。その上で、将来的な話

し合いをした中で他地区の営利作ですとか、耕作がやりずらいので集めてやり

たいとか話があれば詰めて話していただきたい。一旦、地域計画を作った後に変

更できないものではないので、耕作者同士で話し合って見直しすることも想定

しております。次のステップは数年先になるかもしれませんが、その中で検討を

お願いします。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員意義なく了承。 

 

午後３時３０分、議長は閉会を宣する。 


